
就業を可能とするための支援を強化するQ

なお,.子育て等との両立を可能とするための働き方の見直しは,女性だけで

なく男性も含めて行うo

く3l.高齢者-の就業支援-元気な高齢者が活躍できる社会を作る

高齢者は高い就業意欲を持ち1長年の職業生涯で蓄積された職業能力を持つ

貴重な人的資源であり,人口の高齢化が今後ますます進展する中でlその能カ

が十分に発揮される社会にしていくo

高齢考雇用につVlてはlすでに65歳までの定年の引上げ1継続零用制度の
導入等を通じた雇用機会の確保に向けた対策が進められてV-る38と.ころである

が,こうした取組を確実に進める.

加えて, 60歳代撃半層-の雇用.就業支援の検討へ さ.らに働く意欲がある

限り働き続けることができる社会の構築に向けた検討を進めるo その際には1

採用から退職まで年齢にかかわり-ない雇用管理のあり方について検討する.ま

た1中年期からの再就職.創業等,高齢期における多様.な働き方を視野に入れ

た職業生活設計に関する取組に対しても真援するo
さらに,雇用以外の就業.社会参加に向けて,現に地域に根付いてVlるシル

バ-人材センタ-の括用等による地域密着型の就業を支援するo

また,団塊の世代が順次引退過程に入ることにより,熟練した技能及び高度

の知識を有する労働者が不足する事嘩が予想されることからl中小企業におけ
る技能の円滑な継承を促進するための取組について支援していくo

ぐ41福祉から就労--障害者.生活保護等を受けている人の自立を手助-けする

障害者の就業意欲が高ま争軌嘩害者の雇用は進展しているもののl -方で

障害の重度化や多様化が進んでいる状況を踏まえると1福祉.医療サ-ビス等

との連携の強化,障害の種類及び程度等に応じたきめ細かな支援を行いl瞳害

者の自立支援を強化してVlくoまたl通勤が困難な障害者等にとって,在宅就

業等多様な就業の選択肢が提供されることは-就業機会を拡大することたっな
がるため,その環境を整備する39.

-方l生活保護等を受けている人の数が近年増加している.40が.そうした中

38 厚生労働省は, 2004年に成立した改正高年齢者雇用安定法等を踏まえ, 2005年3月に臥2005年度から

2012年度までの8年間を計画期間とするr高年齢者等職業安定対策基本方針Jを策定したD
39
精神障害者に対する雇用対策の強化,在宅就業障害者に対する支援l嘩害者福祉施設との有機的な連携等
を主な内容とする改正瞳害者雇用促進法が第162回国会で成立した.

40 生清保護の被保護世帯く2005年2月1は約102万世帯.く前年同期比約5万世帯増l.内訳を見ると高齢世

帯が最も多いく46.6%l1.また,高齢1母子,傷害.傷病世帯を除いたその他世帯く9.5%Jが近年,増加
してt,1る く厚生労働省r平成16年度福祉行政報告例j く速報値11o
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